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第9章 住 まいに関わる自助 ・共助 ・公助の望ましいあり方に関する検討

9.1は じ め に

第4章 にて述べた通 り,地 震防災対策 には,市 民自らの 「自助」努力 によるもの,市 民の相互扶助 に

よる 「共助」,公 的資金 を用 いて行わ れる 「公助」がある.さ らにこれ ら 「自助 ・共助 ・公助」 には,

地震以 前に行われるもの と地震後に行われるものがある.第4章 で は,兵 庫県南部地震後 に住宅被災者

に対 して行われた様々な公助 ・共助 の支援内容と適用要件を整理 し,地 震後 の住宅被災者の対す る公

助 ・共助のモデルケー スを住 宅被害 ・復興パター ン ・世帯主の収入別に作成 した.第5章 では,第4章

での成果 と住宅の建築単価 等のデ ータに基づき,地 震前後での自助 ・共助 ・公助の費用負担モデル を

作成 し,こ れを用いて 「自治体 による保証に基づ く耐震補強 奨励制度」の導入効果 を住民一人一人の

視 点か ら分析 した.本 章では第1～8章 までの成果 を踏まえ,自 助(自 助努 力)・ 共助 ・公助 の現状 をま

とめるとともに,今 後の望 ましいあ り方についての検討を行 う.

9.2防 災における 自助 ・共助 ・公助の現状

防災 における自助 ・共助 ・公助 を整理す るため,ま ず は,地 震発生の前後で の住宅 に関す る自助 ・

共助 ・公助の具体的な内容 を表1に まとめた.公 助 ・共助 には現物支給 と金銭支給 の2パ ター ンがある.

地震保険への加入 ・自治体 による保証に基づ く耐震補強奨励制度 ・兵庫県 にお ける住宅 再建共済制度

は,地 震発生前か ら運用 し,地 震後 に金銭の支給 を行 うもので あ り,地 震発生前か ら復 旧復興期に渡

るシステムで ある と言える.

第5章 の表5-4～ 表5-8で は,第4章 で の成果 と住宅の建築単価等 のデータに基づき,表9-1に て緑色で

示 した活動を対象 として地震前後での自助 ・共助 ・公助の費用負担モデルを作成 した.そ の後,表9-1

にて黄色で示 した耐震補強費用 ・保 証によ る支援 を考慮 し,「 自治体 による保証に基づ く耐震補強奨

励制度」の導入効果の分析 を行った,本 節では,「 自治体 による保 証に基づ く耐震 補強奨励制度」 を

除 くこれ らの費用負担のデータ(表9-1に て緑色 または黄色の項 目}に 基づ き,地 震前後 において 自助 ・

共助 ・公助 に要する費用を比較す る.

表9-1自 助 ・共助 ・公助 の具体 的な 内容
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図9-1自 助 ・共 助 ・公助 の比 較

図9-1は,1972-81年 に建築 した住宅に居住す る中所得世帯が,住 宅耐震補強を行わず に全壊 ・半壊

被害を受 けた場合,お よび耐震補強を行 い被害を受 けなかった場合 にお ける 自助 ・共助 ・公助 の収支

を示 した ものである,床 面積 は全国平均である122.20㎡ とし耐震補 強費用 ・被災後の再建 ・補修費用等

は第5章3節 と同様のデー タを用 いて算出 した.全 壊被害時 には,地 震時 の家屋の復 旧費用1,833万 円,

家財の再購 入費用1,430万 円が発生 し,自 助 による費用は合 計 して3,263万 円となる.耐 震補強を行 い

被害を受けなかった場合は,地 震前の自助が耐震補強 費用の183万 円であ り,地 震後の 自助はゼ ロ円で

ある.耐 震補強費用を 「1」 とす ると,補 強せず に全壊被害 ・補強せず に半壊 被害 ・補強による無被

害の場合,自 助 に要 した費用の比率 は17.8:5.9:1.0と なる.ま た,全 壊被害後の公助 は1,028万 円

であるが,そ の うち応急仮設住宅 の建設及び撤去 費用が339万 円,倒 壊家屋の解体撤去費用が128万 円

であ り,各 種公助プログラムに基づ く金銭 的支援 は561万 円である.半 壊被害では,各 種公助 プログラ

ム に基 づく金銭的支援 のみを計上 している.補 強せず に全壊被害 ・補強せず に半壊被害 ・補強による

無被害 の場合,公 助 に要 した費用の比率は5.6:1.4:0.0と なる.共 助 は全壊被害 ・半壊被害の場合

で変わ らず55万 円である.以 上よ り,事 前の 自助努 力によ り耐震化対策 を実施する ことによ り,地 震

後の自助 努力 ・公助 ・共助 は大幅 に軽減 されることがわかる.

9.3望 ま しい公助 の あ り方

まず は地震後 の公助 について検 討する.1946年 の南海地震 を教訓 として制定 され た 「災害救 助法」

では,仮 設住 宅の供 与 ・食品及び飲料水の供給 ・被服や寝具な どの生活必需品の給 与または貸与な ど,

救助を必要 とする者に対する現物支給を定めている.こ れは困って いる人 に必 要なものを提供すると

いう 「救助」の考 え方 に基づ く制度であ り,最 も基本的な公助である,し か しなが ら,1995年 の兵庫

県南部地震以降には,兵 庫県 と神戸市の出資によ り創設 された阪神 ・淡路大震 災復興基金の運 用益 を

利用す るという形 ではあったが,住 宅被災者の恒久住宅への移行や 生活再建 に対 して様 々な公的支援

が行われた,震 災以降 の1998年5月 には,被 災者への最大100万 円の支援 を可能 とす る被災者生活 再建

支援法が成 立し,2000年10月 の鳥取県西部地震では鳥取県 出資による住宅再建支援基金 によ り住宅再

建に対 して最高300万 円が支給 された.鳥 取 の例 は過疎化対策 としての制度の効果が期待された ものだ

ったが,こ れ がそ の後 に住宅被災者への支援金支給 に対する市 民の期待 を高めることにつながった.

2004年4月 には被災者生活再建支援 法が 一部改正され,住 宅の再建等に係 る費用について最大200万 円

を支援す る居住安定支援制度の創設を含む被災者生活再建支援 制度の拡充が図 られ た.
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第4章 にて指摘 した とお り,住 宅被災後 には,支 援金のみな らず,家 賃補助 ・貸付 に対す る利子補給

な ど様々な形 を通 して公的支援が行われて いる.支 援金の直接 的な支給以外 の支援方法は,長 期 的で

あ り,各 回での支援額が比較的小 さいため,マ スコ ミ等 に取 り上げ られ ることが 少な い.こ のため,

実質的には復興パ ター ンに応 じて は1,000万 円を超える公的支援がな されて いるにも関わ らず,被 災者

に対する偏 った同情 論が台頭 し,生 活 再建支援金の増額 を望む声が多 い.櫻 井(2003)に よれ ば,「 自

然災害について国家に責任がな い」 とい う前提のもとでは,恒 久 的な住居そのものを国が直接提供す

る ことは,個 人の私有財産 を国家が税 金を使って提供する ことにな り許 されない.こ れ に対 し,近 年

の被災者生活再建支援制度 は,「 被災者の住宅や 生活の支援 が速やか に行われれ ば,地 域の経済活動

が活性化 し,そ の復興 を促進する ことにな る」 とし,コ ミュニティー の迅速な再構築 に対 して公益性

を認めることによ り法制度化が成 されている.

我が国においては,今 後30年 ～50年 にお いて,東 海地震 ・南海地震 ・東 南海地震 ・首都直下地震 ・

宮城県沖地震な ど,多 数の巨大地震の発生が懸念 されて いる.内 閣府(2004)で は,こ れ らの地震 に対

する被害想定 を行ってお り,表9-2に 示す通 り膨大な建物被害が推計 されて いる.現 在,被 災者生活再

建支援 制度 は拡充の方向で検 討 されて いるが,こ れ らの巨大地震後 の被災者支援 に要す る公的支 出は

莫大なものにな ると推測 され る,第8章 で は,ト ル コ共和 国イスタンブール市 における住宅被災者への

恒久住宅供与制度を取 り上げた.SAPI(2002)に よる シナ リオ地震発生時の建物被害,電 力施設へ の被

害及び産業への経済被害の試算によると,被 害総額 はイスタンブール県 に限って も約304億USド ル とな

る.こ の額 は トルコ共和国の2000年GDPで ある1,999億USド ルの約15.2%に のぼる.こ れ らの経済 被害

に加えて,行 政は被災者支援 に対す る支出 を行わね ばな らない.こ の地震 による建物被害推 計値 を元

に,仮 設住宅,瓦 礫処理,恒 久住 宅建設に要す る費用を概 算 した ところ,各 々12.8億USド ル,3.2億US

ドル,56.8億USド ルとなった.こ れ らの合計額 は72.8億USド ル とな り,GDPの 約3.6%に 相当する.こ

の結果は,地 震直後 に トル コ政府が この規模 の被災煮援助 を行 うことは現実 的に不可能であ り、事 前

の建物の耐震性 能向 上と現 行制度 の見 直しが不可欠で ある ことを示唆す る,ま た,ト ル コ共和国にお

いて顕著ではあるが,事 後 の手厚 い公助は,事 前の 自助努力へのインセ ンテ ィブをな くさせる方 向に

働 く,我 が国における巨大地震 の発生 と自助努力の重要性 を考慮すれ ば,今 後の被災者生活 再建支援

制度 の拡充 には慎重な 立場 を取る必要がある.

一
方,住 宅に対す る事前の公助 と しては,耐 震 診断 ・耐震補強 ・建て替 えに対する助成が ある.日

本建築防災協会 によれば,平 成16年3月 末現在で全国の2,854市 町村 のうち,戸 建て住宅の耐震診断,耐

震改修 に対 して補助や融資な どを通 した助成を行 って いる市町村 はそれぞれ580,254市 町村 に及 ぶ.

住宅 ・建築物の地震防災推進会議(2004}に よれば,全 国の住宅約4,700万 戸 のうち耐震性が不十分なも

のは約1,150万 戸(25%)存 在 してお り,持 家 と賃貸住 宅の内訳はそれぞれ約950万 戸,200万 戸であると

いう.ま た,戸 建木造住宅は全国2,450万 戸の うち,約1,000万 戸(40%)の 耐震性 が不十分であると推

表9-2巨 大地震 によ り想定 される建物被害 と人的被害
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計 され,こ のうち約950万 戸が持 ち家である.耐 震性が不十分な建物は全国に膨大な量存在 しているこ

とを考えれば,耐 震診断 ・耐震補 強 ・建て替えに対する助成 を通 してのみ,こ れ らの対策 にイ ンセ ン

テ ィブを与える手法 には限界があると言える.現 行の 「広 く薄 く」イ ンセ ンテ ィブを与える助成制度

は,対 策への呼び水 としての一定 の効果はある.し か し今後 は,画 一的に助成制度のみを継続 し続け

るのではな く,助 成制度は資力のな い層 に限定 的に実施 し,事 前の財政負担 のかか らないイ ンセ ンテ

ィブ導入方法に重点を置 く必要が ある.

9.4望 ま しい共 助 のあ り方

地震後の共助 には,緊 急物資 ・食料等の贈与,復 旧作業の助 け合 い,精 神的な支 えあいな ど金銭的

に計上で きないものも多いが,義 援 金の支給 は 「共助」 による金銭支援 として捉え られる.兵 庫県南

部地震後には全国各地か ら1,785億 円にのぼる義援金が届け られ,兵 庫県南部地震災害義援金募集委員

会の決定 した基準 に従い,当 面の生活 資金 と して被災者に公平 に配布 された.義 援金の支給対象 は死

亡者 ・行方不明者の遺族,要 援護家庭,被 災児童 ・生徒,住 宅被害 を受けた世帯な ど様々で あった.

住宅被害 を受 けた世帯に対 して は,第1次 義援 金 として住宅損壊見舞金が,第2次 として住宅助成義援

金が,第3次 として生活支援金が支給 され,合 計支給額は全半壊被害 を受 けた世帯で55万 円で ある.

一 方,兵 庫県 南部地震以外の災害時の義援金の支給状況 を見 ると,表9-3に 示す通 り,義 援 金の配

分額は集金額 と配分対象者の人数に依存す る.平 成5年 北海道 南西沖地震の際は総額256億6,600万

円の義援金が寄せ られ,全 壊家屋に400万 円,半 壊家屋に250万 円,死 亡者 ・行方不明者に300万 円

が支給された.ま た,平 成3年 長崎県雲仙岳噴火災害,平 成12年 の有珠山噴火災害での全壊家屋への

義援金配分額 はそれぞれ,450万 円,500万 円であった.兵 庫県南部地震での配分額55万 円と比較す

ると,未 曾有の規模の被害 になるほ ど,1世 帯あた りの支給額 は従来の義援金配分額よ りも著 しく小さ

い ものとなる ことがわかる.こ の点 を考慮 し,地 震後 の共助 はあくまで付加 的な もの として捉 え られ

るべきである.

表9-3近 年の災害での義援金の支給状況
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9.5望 ま しい自助のあ り方

災害対策基本法では,国 には 「国土並びに国民の生命,身 体及び財産 を災害か ら保護す る使命」(第

3条1項)が あるとした上で,住 民は 自ら災害に備えるだけでな く,自 発的な防災活動 に参加す るな ど

「防災 に寄与する」よ う努めるべ きこととされている(第7条2項).ま た,地 震後 の対応 は 「自力復

興 の原則」 に基づ き,地 震 で建物が被災 した場合には,建 物の建替えや再建 ・補修 費用 は基本的に個

人負担である.以 上よ り,我 が 国にお いては,地 震前後 にお ける住 民の 自助努力が前提 とされている

と言える.

一
方,前 章で述べた通 り,地 震前後での公助 ・共助 には財政的な限界が ある.ま た,事 前 の自助努

力によ り耐震化対策を実施す る ことによ り,地 震後 の 自助努力 ・公助 ・共助 は大幅に軽減 される上に,

人的被害の危険性 も軽減され る.よ って今後 はますます 自助努力 に対 してイ ンセ ンテ ィブを与える社

会 的な仕組みづ く りが重要であると言える.公 助 ・共助 も,自 助努力にインセ ンティブを与 える効果

を念頭 に入れて立案すべきであ り,過 度な公助 ・共助 によ り自助努力のや る気 をな くさせ る状況を避

けるべきである.本 論文にて提案 した 「自治体による保証 に基づ く耐震補強奨励制度」 は,事 前の財

政負担 をかけず に自助 努力に対す るイ ンセ ンテ ィブを与える公助の仕組み と言える.ま た,住 民 自ら

が公助 ・共助 には限界がある ことを理解す る必要があ り,事 前の 自助努 力の原則 と被災後 の自力復興

の原則,お よび災害時の公助 ・共助の レベル について,情 報提供 を通 して住民 の理解 を促す必要があ

る.

9.6ま とめ

本章では,市 民 自らの 「自助」 ・市民の相互扶助による 「共助」 ・公的資金 を用 いて行われ る 「公

助」による防災対策の現状をまとめるとともに,今 後 の望 ましいあ り方 につ いての検討を行った.

まずは,第1～8章 までの成果 を踏まえ,地 震発生の前後での住宅 に関す る 自助 ・共助 ・公助 の具体

的な内容 を整理 し,自 助努 力を行 う場合 と行わない場合での 自助 ・共助 ・公助のバ ランスを把握 した.

公助 のあ り方 について は,我 が国にお いて懸念 されている巨大地震の規模や トル コ共和国イスタン

ブール市の事例 を考慮 し,事 後の手厚 い公助 は,事 前の自助努力へのイ ンセ ンテ ィブをなくさせる方

向 に働 く上に,財 源の問題が生 じる ことを示 した.事 前の公助 については,現 在,耐 震診断 ・耐震補

強 ・建て替 えに対する助成が実践 されて いるものの,耐 震性が不十分な建物 は全国に膨大な量存在 し

て いる ことを考えれば,こ れ らの対策 にイ ンセ ンティブを与える手法には限界がある ことを示 した.

今後は,画 一的 に助 成制度 のみ を継続 し続 けるのではな く,助 成制度は資 力のな い層に限定 的に実施

し,事 前の財政負担のかか らないイ ンセ ンテ ィブ導 入方法 に重点を置 く必要が ある.地 震後 の共助の

代表的な ものは義援金であるが,こ の配分額 は集金額 と配分対象者の人数 に依存す る.1世 帯あた りの

義援金支給額は,未 曾有の規模の災害 になるほ ど著 しく小 さいなる ことを理解す る必要がある.

一
方,我 が国において は,地 震 前後 にお ける住 民の 自助努力が前提 とされて いる.今 後 はます ます

自助努 力に対 してイ ンセ ンテ ィブを与える社会的な仕組みづ く りが重要で あ り,自 助努 力にイ ンセ ン

ティブを与える効果を有する公助 ・共助の実践が求め られる.
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第10章 結論

本論文では,脆 弱な住家 の耐震化対策に対 してインセ ンテ ィブを導入 し,住 宅所有者による自発的な

耐震化対策の実施を促すための方法 について検討を行った.ま ず初めに,耐 震化対策に関する現状分析

として,既 存の脆弱建物の耐震補強推進策の体 系化 を行 うとともに,戸 建住宅の所有者 に対す る意識調

査を行い,住 宅の耐震補強工事 に対す る世帯 ・住宅 の属性 に応 じた居住者の意識構造 を分析 した.地 震

前後での住まいに関わる自助(自 助努力)・ 共助(互 助)・ 公助(公 的支援)の 現状分析 としては,兵 庫県南

部地震の住宅被災者 に対する公助 ・共助の実績 に基づ き,住 宅復興パターンに応 じたモデル ケースを作

成 した.次 に,行 政による事前の財源負担 を必要 とせず に脆弱建物 の耐震補強を推進す るための新 しい

公的戦略 として,「 自治体 による保証に基づ く耐震補強奨励制度」を提案 し,本 制度の運用による住民 ・

行政に対する効果 を分析 し,実 地域 における制度の運用条件 について も検討 した.ま た,我 が国の特徴

をよ り深 く理解す るために,諸 外国の うち我が国同様の地震多発地域を有する米国カ リフォルニア州と,

近未来に大都市圏を襲 う巨大地震 の発生が危惧 されている トル コ共和国を対象に,既 存の脆弱建物の耐

震化を取 り巻 く環境を調査 した.さ らに我が国 を対象 とした研究成果か ら得 られた知見を諸外 国の耐震

化対策の推進に活用す るための第一歩 として,同 国の最大都市イスタ ンブール をケーススタディーエ リ

アとして,現 地の実情を踏 まえた脆弱建物 の耐震補強の推進方策 を検討 した.最 後に ,こ れ ら全ての結

果を踏 まえて,住 まいに関わる 自助 ・公助 ・共助の望 ましいあ り方 について検討 した.

以下に,本 論文の成果を要約する.

第1章 「序論」では,本 研究の背景と目的を述べ,既 往の研究 を概観することによ り本研究の位置づ

けを示 した.次 に本研究の構成 と内容 を説明した.

第2章 「脆弱建物の耐震補強推進策の体系化」では,民 間住宅の耐震補強工事 にイ ンセ ンティブを与

える環境 に焦点をあて,ま ず初めに我が国 における現行の推進制度 と新たに提案 されて いる政策案 を整

理 した.次 に,現 行制度の枠組みにとどま らない新たな耐震補強推進策の開発を 目的 として,米 国カ リ

フォルニア州 にお ける現行の耐震化対策 の推進制度の経緯や実績につ いての現地調査を行い,日 米 の建

物特性や周辺制度の違 いを考慮 した上での耐震化推進環境の比較を行 った.我 が国のみで実践 されてい

る現行制度がいくつか確認された一方,カ リフォルニ ア州で はハザー ドマップを用いた災害危険度の情

報公開や,無 補強組積造建物への強制力を持 った条例の適用,補 強の実施による地方税の優遇措置など,

わが国よ りは一歩進んだ積極的な施策がい くつか見 られた.ま た,住 宅の 自力補強工事 の奨励な ど補強

工事 の認定 に際しては融通 の利いた対応 を実践する一方で,建 築許可制によ り一定の耐震性能は確保 し

てお り,今 後我が国において も柔軟な耐震補強推進策 を展開する必要性が示唆された.

第3章 「住宅 の耐震補強工事に対する居住者の意識構造に関する分析」では,関 東地域の戸建て住宅

の所有者 を対象 としたアンケー ト調査 を実施 し,住 宅 の安 全性や継承に関する意識,耐 震診断や耐震補

強工事実施への意欲や判断理由に関す る回答 を得た.こ れ らの結果 を世帯 ・住宅の様々な状況 を踏 まえ

て分析 し,耐 震化対策 に対 して関心の高 い層を把握す るとともに,補 強工事の実施意欲 に影響 を与える

プラス要因とマイナス要因 も検討 した.耐 震診断 ・補強 に関連する情報の入手プロセスに関する回答結

果か らは,自 発的な耐震補強の実施 を誘導するための情報の提供方法 について検討 を行 った.
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第4章 「兵庫県南部地震での住宅被災者に対す る公助の実態分析」で は,住 宅の耐震化対策 における

公助 ・共助 ・自助のバ ランスのあ り方を考えるために,兵 庫県南部地震後 に住宅被災者 に対 して行われ

た公助と共助の実態を調査 ・分析 した.ま ず,住 宅の被害や復興状況な どに応 じて提供 された各種の公

助 ・共助プログラムの実績資料 を収集 し,支 援内容 を整理 した.次 に,こ れ らを用いて兵庫県南部地震

の被災者の住宅被害 ・被災後 の住宅復興パターン ・世帯主の収入 に応 じた公助 ・共助 のモデルケースを

作成 し,地 震発生前の被害軽減策 の実施と公助 ・共助 ・自助のバ ランス について検 討 した.こ の結果,

仮設住宅の提供などの現物支給以外にも,住 宅被災者一世帯 あた りに対 してかな りの公的支援がな され

たことがわか った.地 震後の このような公的支出を回避す るためにも,住 宅の耐震化等の事前の地震被

害軽減対策の推進が非常 に重要であると考 えられた.

第5章 「自治体 による保証に基づ く耐震補強奨励制度の効果 に関す る基礎的分析」では,脆 弱建物の

耐震補強を推進するための新たな公的戦略 として 「事 前に耐震補強 を行 い,『 しかるべき耐震補強を済

ませた』と判断された建物 について,そ の建物が地震被害 を受 けた場合に,行 政が再建 ・補修費用の一

部を支援す る制度」を提案 した.現 行の耐震診断や 耐震補強への助成制度は事前に多額の財源を確保す

る必要があるのに対 し,本 提案制度では事 前の財源負担を要 しない.ま た,補 強状況 を審査 した上で耐

震性能 を保証するため,手 抜き工事や悪徳業者を排除す ることができ,定 期的に補強後の建物強度をチ

ェックする仕組みづ くりにも寄与 しうる.こ こでは,制 度導入 による住民 ・行政側の費用負担の軽減効

果 と地域 ごとに想定される地震動 の関係 を詳細 に分析 した.ま ず初めに,4章 で整理 した兵庫県 南部地

震後 の被災者支援の実績お よびそ の他 の諸デー タに基づき,耐 震補強保証制度が適 用された場合の住 民

側および行政側の地震前後での費用負担モデル を構 築した.次 に,地 震動の異なる様々な地域 に立地す

る持 ち家木造住宅1万 棟を対 して耐震補強保証制度 を適用 した場合の,地 震前後 の住民 ・行政側の支 出

と保証 に基づ く被災建物に対する支援金支払いのバランスを検討 し,保 証に基づ く支援金の妥当な設定

額について分析 を行 った.こ れによ り,条 件によって は,保 証制度 に基づ き全壊時に耐震補強費用の5

～7倍 といった多額の奨励金 を支給 したとして も,制 度の普及 によって行政負担総額を軽減できる こと

が明 らかとなった.

第6章 「自治体 による保証に基づ く耐震補強奨励制度の実地域での運用に関する分析」では,ケ ース

スタデ ィーエ リアとして静岡県 を取 り上げ,「 自治体 による保証に基づ く耐震補強奨励制度」の導入効

果 をシミュレー ションした.東 海地震 の想定地震動分布 と県 内の建物分布データに基づき,地 震前まで

に制度が普及 した場合を想定 して,制 度の導入による住民や行政の地震前後の費用負担 の軽減量を推計

した.こ の結果,耐 震補強保証制度に基づき,補 強 したものの被災 した建物へ支援金を支払った として

も,本 制度の普及によ り行政側 ・住民側の地震前後での費用負担の総額は大 きく軽減される ことわか っ

た.こ れは制度の普及に対す る住 民および行政へ の大きな メリットと言える.

第7章 「耐震化対策へのイ ンセ ンティブ付 与に対す る住民意識 の分析」では,関 東地域 の戸建て住宅

の所有者を対象としたアンケー ト調査結果よ り,耐 震性能の低 い木造戸建住宅の耐震補強工事の実施 に

イ ンセ ンティブを付与するための諸制度に対す る所有者の意向を分析 した.世 帯の家族構成 ・経済的状

況等に応 じて回答 を分析 した結果,「 自治体 による保証に基づ く耐震補強奨励制度」は広い世代 に支持

されるとともに,特 に60歳 代 の住宅所有者か らの賛同が得やす いことがわか った.
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第8章 「トルコ共和国における耐震補強推進制度の検討」では,ケ ーススタデ ィーエ リアとして トル

コ共和国イスタンブールを取 り上げ,我 が国における第7章 までの研究成果 を踏 まえた上で,イ スタン

ブールの実情に適 した形で脆弱建物 の耐震化対策 を推進す るための方策 を検討 した.ま ず は トル コ共和

国 における建物 の耐震性能 の問題点および耐震性能の確保が進 まな い理 由を分析 した.こ れ らの現状 に

対 して,耐 震化対策の推進のための公的戦略 として 「自治体 による保証に基づ く耐震補強奨励制度」の

導入を提案 し,シ ナ リオ地震発生時における住 民及び行政 にとって の制度導入の効果 を分析 した結果,

現行の全壊住宅被害者への恒久住宅 を継続 した場合,提 案制度導入 による地震前後での住民負担総額 の

縮減効果は 一部の地震動の強い地域 に限 られた.し か し,耐 震補強技術 の開発 によ り低コス トの補強技

術が実現 した場合 には,イ ス タンブール市全域の住民に対する負担総額を軽減することができた.提 案

制度の普及と耐震補強 の低コス ト化を同時 に進 めることによ り,制 度導入の効果を向上できることがわ

か った.ま た,行 政側の負担額 に着 目した場合には,現 行の恒久住宅供与制度 の廃止 と耐震補強奨励制

度の導入を同時に進めることによ り,更 なる行政負担額の軽減を図れた.我 が国において得 られた知見

を現地の実情 に即 した形で応用する ことにより,脆 弱建物の耐震化 を効果的 に図れる ことが示唆された.

第9章 「住 まいに関わる自助 ・共助 ・公助 の望ま しいあ り方に関する検 討」では,地 震前後 での住 ま

いに関する 自助 ・共助 ・公助の具体的な内容 を整理 し,今 後の課題を検討 した.地 震後 に過度 に手厚い

公助 を提供 した場合,ト ル コ共和国イスタ ンブール市 の事例 に見 られるように,事 前の自助努力へのイ

ンセ ンテ ィブをなくさせ,財 源の問題 も生 じる.地 震前の公助 としては耐震化対策への助成 ・融資があ

るが,耐 震性が不十分な建物は全国に膨大な量存在 していることを考えれば,財 政負担がかか らない形

での自助努力へのイ ンセ ンティブ導入 に重点 を置 く必要が ある.耐 震補強工事などの事前の 自助努力を

した場合 には,自 助努力を行わなかった場合 に比べて,事 後 の 自助 ・共助 ・公助 は大幅に軽減できる.

今後はますます 自助努力に対 してイ ンセ ンティブを与える社会的な仕組みづ くりが重要であ り,自 助努

力にイ ンセ ンティブを与える効果を有する公助 ・共助の実践が求め られ る.
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